
庁 議 案 件 № 2 

令 和 2 年 1 1 月 1 7 日 

所管 健康福祉局 長寿社会部 

 

件  名 堺市移動等円滑化促進方針（案）の策定について 

経 過 ・ 現 状 

 

政 策 課 題 

【経過】 

平成 13～15年度 「堺市交通バリアフリー基本構想」策定 

（整備目標時期：平成 22年） 

平成 18年度 「高齢者、身体障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律（通称：バリアフリー法）」公布、施行 

平成 27年度 バリアフリー法に対応する「堺市バリアフリー基本構想」策

定（整備目標時期：令和２年） 

平成 30年度 バリアフリー法改正 

「面的・一体的なバリアフリー化」を一層進めることを目的

に、市町村が移動等円滑化促進方針を定める制度を創設。 

令和元年度～ 法改正を受け、「堺市バリアフリー化検討委員会」等で「堺

市移動等円滑化促進方針」の策定に向け、検討。 

 

【現状・課題】 

・すべての人にとって社会参加しやすい環境とするために、全市的なバリアフリ

ー化の取組を推進する必要がある。また、法改正をはじめとする社会情勢や街

並みの変化に合わせた基本構想の評価・見直しや、新たな地区の基本構想を策

定する必要がある。 

・市民が施設を円滑に利用するために、当事者として意見を表明する機会の確保

が必要である。 

 

対 応 方 針 

 

今 後 の 取 組 

（ 案 ） 

【計画概要】 

〔方針期間〕 

・期間は特に定めず、法改正や上位関連計画の変更、堺市の課題の変化等をふま

え、必要に応じて見直す。 

〔方針の内容〕 

○基本理念 「みんなが生活しやすく安全・快適で活力のある堺へ」 

○視点 

① みんなが使いやすいユニバーサルデザインの考え方をベースとした、堺市

民のみならず来訪者も快適に移動・利用できる空間整備 

② 高齢者・障害者などの自立を支援し、活気のある日常・社会生活を過ごせ

るための多様な移動手段の確保 

③ 市民、当事者参加型によるバリアフリー化の取組 

④ 市民それぞれがバリアフリー化についての理解を深め、互いに尊重して過

ごせる都市を実現するため、「心のバリアフリー」の推進  

⑤ バリアフリーに関する情報提供の促進 



○方針の構成（案） 

１ 市における移動等円滑化の促進に関する基本的な方針 

２ 堺市バリアフリー基本構想（堺市交通バリアフリー基本構想を含む。）の

評価・見直し 

３ 当事者参加の仕組み 

４ バリアフリー化の推進に向けた取組 

５ バリアフリー化のさらなる拡充に向けた検討    

 

【今後のスケジュール】 

・令和 2年 12月末～令和 3年 1月末：パブコメ実施 

・令和 3年 3月下旬：方針策定 

効 果 の 想 定 堺市全域の面的・一体的なバリアフリー化の推進 

関 係 局 と の 

政 策 連 携 
危機管理室、文化観光局、建築都市局、建設局、教育委員会事務局 等 

 

 



これまでの「堺市交通バリアフリー基本構想」や「堺市バリアフリー基本構想」においては、高齢者や障害者を含めたす
べての人々を対象とした「移動しやすさ」を念頭に置いた取組を進めてきましたが、これからの社会は移動した後の「社会
参加のしやすさ」が求められていることから、「堺市移動等円滑化促進方針」においては、次の事項を基本理念とし、各視
点を踏まえたバリアフリー化を促進します。

〈方針策定の背景〉
○ 平成30年に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に
関する法律」が一部改正され、法に基づく措置が｢共生社会
の実現｣｢社会的障壁の除去｣に資することを旨として行わな
ければならないことが明記され、｢面的・一体的なバリアフ
リー化｣を一層進めることを目的として、市町村のバリアフ
リー化に関する基本的な考え方を示す移動等円滑化促進方針
の策定に努めることとする旨の制度についても定められまし
た。

○ これらを踏まえ、本市においても、高齢者や障害者を含む
すべての人にとって利用しやすい環境を作るため、その考え
を示す「移動等円滑化促進方針」の策定が必要となっていま
す。

〈これまでの取組〉
○ ｢堺市交通バリアフリー基本構想」（平成13年~15年度）
駅や周辺地区のバリアフリー化を促進するために策定。
（重点整備地区：市内17駅14地区）

○ ｢堺市バリアフリー基本構想」（平成27年度策定）
高齢者・障害者などが日常よく利用する施設が集積する区域
で、施設間を結ぶ経路を含め、旅客施設・車両、建築物等の
バリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するために策定。
（重点整備地区：JR津久野駅周辺、泉北高速鉄道栂・美木多
駅周辺）

◆重点的な取組② 当事者参加の機会確保

市が建設する一定規模以上の施設について、計画検討
等の適切な段階から高齢者や障害者等が参加する意見交
換会等を通じて、当事者としての意見を表明する機会が
確保される仕組みを構築します。
利用者の視点に立ったきめ細やかな配慮をすることに

より、高齢者や障害者を含む様々な利用者が安全かつ快
適に利用できることをめざし
ます。

〈改正バリアフリー法に基づく移動等円滑化促進方針の策定〉

◆バリアフリー化の推進に向けた主な取組・さらなる拡充に向けた検討
重点整備地区に限らず、都市全体のバリアフリー化を進めるため、次のよう

な取組等を実施します。
【継続的な取組】
・バリアフリー化施設の適切な維持管理
・バリアフリーに関する情報提供
・重点整備地区以外のバリアフリー化の推進
・放置自転車対策と自転車の安全利用の推進

【さらなる拡充に向けた検討】
・百舌鳥・古市古墳群など来訪者を迎えるバリアフリー化
・災害時、緊急時における要支援者への対応
・学校のバリアフリー化
・新しい生活様式への対応

（整備に関する説明会の様子）

◆基本理念

『みんなが生活しやすく安全・快適で活力のある堺へ』

① みんなが使いやすいユニバーサルデザインの考え方をベースとした、堺市民のみならず来訪者も快適に
移動・利用できる空間整備

② 高齢者・障害者などの自立を支援し、活気のある日常・社会生活を過ごせるための多様な移動手段の確保
③ 市民、当事者参加型によるバリアフリー化の取組
④ 市民それぞれがバリアフリー化についての理解を深め、互いに尊重して過ごせる都市を実現するため、

「心のバリアフリー」の推進
⑤ バリアフリーに関する情報提供の促進

堺市移動等円滑化促進方針（案）の概要

◆視点

◆SDGsの達成に向けて
平成27年9月の国連総会にお

いて採択されたSDGsのうち、
特にゴール11【包括的かつ強靭
で持続可能な都市及び人間居住
を実現する】に貢献するもので
あり、この視点を踏まえて取組
を推進します。

◆重点的な取組① 基本構想の評価・見直し等

「堺市交通バリアフリー基本構想」、「堺市バリアフ
リー基本構想」では、重点整備地区を設定し、バリアフ
リー化を推進してきました。
今後は、各重点整備地区に関し

てこれまでの取組を評価し、社会
情勢や街並みの変化に合わせた生
活空間全体におけるバリアフリー
化を進めるため、順次見直し等を
実施します。

〈現状・課題〉
○ これまで特定の地区（＝重点整備地区）でバリアフリー化
の取組を進めてきましたが、高齢者や障害者を含めたすべて
の人にとって社会参加しやすい環境とするために、特定の地
区に限らない全市的なバリアフリー化の取組を推進する必要
があります。
また、法改正をはじめとする社会情勢や街並みの変化に合わ
せた基本構想の評価・見直しの必要があります。

○ また、市民が施設を円滑に利用するために、どのような配
慮を必要としているか、社会的障壁が存在していないか等を
当事者として意見を表明する機会の確保が必要とされていま
す。
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1 市における移動等円滑化の促進に関する基本的な方針 
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1 市における移動等円滑化の促進に関する基本的な方針 

（1）移動等円滑化促進方針作成の背景 

 【高齢化の進展】 

   本市の人口は 833,559 人であり、その内 65 歳以上の高齢者が占める割合（高齢

化率）は 28.1％となっています。（令和 2（2020）年 3 月末現在） 

また、本市の将来人口について、総人口は減少していくと見込まれます。年齢区分で

見ると、0～14 歳の年少人口と 15～64 歳の生産年齢人口は減少が見込まれます。65

歳以上の高齢者人口は令和 7（2025）年まで減少が見込まれますが、その後増加に転

じて令和 22（2040）年には 232,023 人と予測されます。高齢化率は概ね横ばいで

推移し、令和 7（2025）年には 28.3％と見込まれますが、その後、徐々に上昇して

令和 22（2040）年には 33.1％と見込まれます。 

■年齢 3 区分人口の将来推計 

資料：住民基本台帳（各年 3 月末現在） 

※令和 3（2021）年以降は、住民基本台帳人口データ（平成 28（2016）年～令和 2（2020）年の実人口） 

を基に各年 3 月末の値を独自推計） 

出典：第 8 期堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和 3（2021）～5（2023）年度） 
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   さらに、本市の前期高齢者（65～74 歳）数が年々減少する一方で、後期高齢者（75

歳以上高齢者）数は年々増加し、令和７（2025）年には、前期高齢者数 87,239 人、

後期高齢者数 141,465 人と見込まれます。その後、前期高齢者数は令和 9（2027）

年度まで減少が見込まれますが、その後増加に転じ、一方で後期高齢者数は令和 8

（2026）年度まで増加が見込まれますが、その後減少に転じ、令和 22（2040）年

には、前期高齢者数 114,331 人、後期高齢者数 117,692 人と見込まれます。 

   これらのことから、これまで以上に移動しやすく、社会参加に適した生活環境の整備

が必要となっています。 

■前期・後期高齢者人口の将来推計 

資料：住民基本台帳（各年 3 月末現在） 

※令和 3（2021）年以降は、住民基本台帳人口データ（平成 28（2016）年～令和 2（2020）年の実人口） 

を基に各年 3 月末の値を独自推計） 

出典：第８期堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和 3（2021）～5（2023）年度） 
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 【障害者の状況】 

   障害者手帳所持者数等

の推移をみると、身体障害

者手帳所持者数は人数、対

人口比とも減少傾向にあ

るものの、療育手帳所持者

数や精神障害者保健福祉

手帳所持者数、自立支援

医療（精神通院）受給者数

は増加しています。 

   また、障害福祉サービ

ス等の利用実績をみる

と、利用者数が多いサー

ビスは、移動支援事業や

居宅介護、就労継続支援

（B 型）、生活介護の順と

なっていますが、中でも

移動支援事業は利用時間が 533,102 時間（令和元（2019）年度）で非常に多く、外

出機会の確保のニーズが増加しているといえます。 

 

 【法改正】 

   平成 18（2006）年 12 月、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物

の建築の促進に関する法律」（平成 6 年法律第 44 号。以下「ハートビル法」という。）

と「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」

（平成 12 年法律第 68 号。以下「交通バリアフリー法」という。）が統合され、「高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（平成 18 年法律第 91 号。以下

出典：第 6 期堺市障害者福祉計画・第２期障害児福祉計画 
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「バリアフリー法」という。）が施行

されました。これにより、従来の交通

バリアフリー法が対象としていた公

共交通機関の旅客施設や車両、駅前

広場、道路、通路及びハートビル法が

対象としていた建築物に加えて、福

祉タクシーや路外駐車場、都市公園

についてもバリアフリー化の対象と

され、より一体的なバリアフリー化の促進が図られることとなりました。 

   さらに平成 30（2018）年 11 月にバリアフリー法が一部改正（以下「改正バリア

フリー法」という。）され、法に基づく措置が「共生社会の実現」「社会的障壁の除去」

に資することを旨として行わなければならないことが明記されました。また、この改正

では、「面的・一体的なバリアフリー化」を一層進めることを目的として市町村のバリ

アフリー化に関する基本的な考え方を示す移動等円滑化促進方針の策定に努めること

とする旨の制度が定められました。 

 【国がめざす方向性】 

   福祉分野や青少年健全育成分野、バリアフリー・ユニバーサルデザイン分野、交通安

全分野、定住外国人施策等に関して、国は次のような基本的な考え方・方向性を示して

おり、その実現に向けた取組を推進しています。 

   国民一人一人が豊かな人間性を育み生きる力を身に付けていくとともに、国民皆で

子どもや若者を育成・支援し、年齢や障害の有無等にかかわりなく安全に安心して暮ら

せる「共生社会」を実現することが必要です。 

出典：内閣府ホームページ（https://www8.cao.go.jp/souki/index.html） 
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（2）本市における移動等円滑化促進方針策定の趣旨 

   本市においては、昭和 57（1982）年に「堺市福祉まちづくり環境整備要綱」を制

定して、建築物や公共輸送機関、道路、公園等について、すべての市民が安全かつ容易

に利用できる構造及び設備となるように、建築主や関係者の協力を得てバリアフリー化

に取り組んできました。また、平成 13（2001）年度から 15（2003）年度にかけ

て市内 17 駅 14 地区に係る「堺市交通バリアフリー基本構想」を策定し、さらに平成

27（2015）年度に JR 津久野駅周辺地区及び泉北高速鉄道栂・美木多駅周辺地区を

重点整備地区とする「堺市バリアフリー基本構想」を策定し、バリアフリー化への取組

を積極的に進めてきました。 

   特定の地区に関するバリアフリー化への取組については、今後も上記の重点整備地区

を対象として評価・見直しを行いながら推進することとし、本方針については、全市域

を対象とした、今後求められるバリアフリー化の取組を推進するための指針を定めるも

のとします。 

 

  ※ 改正バリアフリー法第 24 条の 2（移動等円滑化促進方針） 

    市町村は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、（新設）当該市町村の区域

内の移動等円滑化促進地区について、移動等円滑化の促進に関する方針（以下「移

動等円滑化促進方針」という。）を作成するよう努めるものとする。 

   2～5（略） 

   6 市町村は、移動等円滑化促進方針を作成しようとするときは、あらかじめ、住

民、生活関連施設を利用する高齢者、障害者等その他利害関係者、関係する施設

設置管理者及び都道府県公安委員会（以下「公安委員会」という。）の意見を反

映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

   7～10（略） 
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（3）移動等円滑化促進方針の位置づけ、基本方針 

 【位置づけ】 

   バリアフリー法及び同法に基づく国の基本方針改正により、さらなるバリアフリー化

に向けた地域における取組強化が市町村に求められており、駅、道路、公共施設等の一

体的・計画的なバリアフリー化を促進するため、考え方を示すものです。 

 

 【各計画との関係・SDGs の達成】 

   本方針は、（仮称）次期堺市基本計画や堺市 SDGs 未来都市計画を上位計画と位置づ

け、バリアフリー化やユニバーサルデザインに基づく都市整備を進めるものと示してい

る堺市都市計画マスタープ

ラン、障害者長期計画などの

関連計画との調和を図りなが

ら取組を進めます。 

 

 

 

 

 

 

   また、平成 27（2015）年 9 月の国連総会に

おいて採択された SDGs のうち、特にゴール 11

【包括的で安全かつ強靭で持続可能な都市及び人

間居住を実現する】に貢献するものであることか

ら、これらの目標の視点も踏まえたうえで、取組を

推進していきます。        

評価・見直し

事業化・進捗管理

【基盤計画】堺市地域福祉計画

移動等円滑化促進方針

バリアフリー基本構想

交通バリアフリー基本構想

特定事業計画

都市計画マスタープラン

地域防災計画

歴史文化のまち堺

観光戦略プラン
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各福祉分野別計画 バリアフリー化促進のための計画等 関連計画 等

関連

【上位計画】 （仮称）次期堺市基本計画

堺市SDGs未来都市計画
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   さらに、バリアフリー化やユニバーサルデザインに基づく取組を進める中で、最も世

界的に根付いているものとして、国際パラリンピック委員会（ IPC：International 

Paralympic Committee）が作成しているアクセシビリティガイド（Accessibility 

Guide-An Inclusive Approach to the Olympic & Paralympic Games-）がありま

す。この中には、パラリンピックを運営する際の基本的な考え方～アクセシビリティと

インクルージョンに向けた取組～が書かれており、これは、誰も排除されることがなく、

その対象、ここではパラリンピック大会へ参加できる状態ということになりますが、そ

れに近づき、実現し得るように運営していくべきとするものであり、個人を尊重し、そ

の名誉を守る「尊厳」が大事なコンセプトのひとつとなっています。 

   また、障害者の人権を考える中で、「障害」は個人の心身機能の障害と社会的障壁の

相互作用によって創り出されているものであり、社会的障壁を取り除くのは社会の責務

である、という「障害の社会モデル」があり、障害者差別解消法で合理的配慮が求めら

れることにつながっています。 

   世界的な潮流を踏まえること、人権を大切にすることは、本市にとってより重要であ

るため、本方針を展開するにあたっては、上記の考え方を視野に入れて取り組んでいき

ます。 
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 【基本方針】 

   本市では、バリアフリー基本構想において「堺市バリアフリー化基本理念」を定めて

バリアフリー化に取り組んできました。これまでの基本理念は、高齢者や障害者を含め

たすべての人々を対象とした「移動しやすさ」を念頭に置いたものとなっており、現在

では移動した後の「社会参加のしやすさ」が求められていることから、本方針における

基本理念は次のとおりとします。本方針を策定し、関連施策との連携により、「共生社

会の実現」をめざします。 

 

   ○ 堺市バリアフリー化基本理念 

     「みんなが生活しやすく安全・快適で活力のある堺へ」 

 

  （目的）○高齢者・障害者などの自立と社会参加に向けた都市環境整備の推進 

      ○より質の高い都市基盤の提供 

 

  （視点）○みんなが生活しやすく安全・快適で活力のある都市をめざして、総合的・

一体的な都市基盤整備及び心のバリアフリーを推進するために、市域のバリ

アフリー化を下記の視点に基づき促進します。 

       また、市域のバリアフリー化を進めるために、バリアフリー基本構想にお

いて重点整備地区を定めてバリアフリー化を促進します。さらに、それ以外

の地区についても順次促進します。 

 

   1 みんなが使いやすいユニバーサルデザインの考え方をベースとした、堺市民の 

みならず来訪者も快適に移動・利用できる空間整備 

   2 高齢者・障害者などの自立を支援し、活気のある日常・社会生活を過ごせるた

めの多様な移動手段の確保（既存の公共交通機関の活用等） 

   3 市民、当事者参加型によるバリアフリー化の取組 

   4 市民それぞれがバリアフリー化について理解を深め、互いに尊重して過ごせる

都市を実現するため、「心のバリアフリー」の推進 

   5 バリアフリーに関する情報提供の促進 

  ※「みんな」とは、高齢者・障害者のみならず、妊婦・乳幼児・子育て中の親などすべての人のこ

とを対象とします。 
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（4）移動等円滑化促進方針の期間・見直し 

   改正バリアフリー法第 24 条の 3（※）において、必要があると認めるときは、移動

等円滑化促進方針を変更するものとされているので、本方針の期間を特に定めず、法改

正や上位関連計画の変更、堺市の課題の変化等をふまえ、必要に応じて見直すこととし

ます。 

 

  ※ 改正バリアフリー法第 24 条の 3（移動等円滑化促進方針の評価等） 

    市町村は、移動等円滑化促進方針を作成した場合においては、おおむね五年ごと

に、当該移動等円滑化促進方針において定められた移動等円滑化促進地区における

移動等円滑化に関する措置の実施の状況についての調査、分析及び評価を行うよう

努めるとともに、必要があると認めるときは、移動等円滑化促進方針を変更するも

のとする。 
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2 堺市バリアフリー基本構想（堺市交通バリアフリー基本

構想を含む。）の評価・見直し 
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2 堺市バリアフリー基本構想（堺市交通バリアフリー基本構想を含む。）の評価・見直し 

（1）現状について 

   堺市バリアフリー基本構想については、整備内容や進捗状況を検討するためにバリア

フリー法第 26 条（※）に基づく法定協議会として「堺市バリアフリー化検討委員会」

を平成 13（2001）年に設置し、策定後も継続して各重点整備地区におけるバリアフ

リー化に関する進捗管理を実施してきました。当委員会においては、計画（Plan）、実

施（Do）、評価（Check）、改善（Action）の PDCA サイクルに基づき、段階的かつ

継続的なバリアフリー化を推進しています。 

   一方、交通バリアフリー基本構想については、平成 22（2010）年度に整備目標時

期を迎えた後、生活関連施設を含む面的・一体的な整備に対応した見直しを進めていく

ことがバリアフリー法によって求められています。本市では、交通バリアフリー基本構

想を検討する際から面的整備について意識的に取組んできました。今後は、本方針に基

づいて、改めて生活関連施設や経路の見直しを行います。 

 

  ※ 改正バリアフリー法第 26 条（協議会） 

    基本構想を作成しようとする市町村は、基本構想の作成に関する協議及び基本構想

の実施（実施の状況についての調査、分析及び評価を含む。）に係る連絡調整を行う

ための協議会（中略）を組織することができる。 

 

  ※ ハートビル法と交通バリアフリー法をバリアフリー法に一体化する際に盛り込ま

れた主な事項について 

   （1）対象者の拡大 従来は身体障害者だけであったが、バリアフリー法では「障害

者」と規定され、身体障害者だけでなく、知的障害者、精神障害者等すべての障

害者が対象となった。 

   （2）対象物の拡大 従来は建物や公共交通機関だけであったが、バリアフリー法で
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は、それらに加え、道路や屋外駐車場、都市公園と日常生活で利用する施設を広

くとらえ、生活空間全体におけるバリアフリー化を進めることとしている。 

   （3）重点整備地区要件の拡大 従来は大きな鉄道駅などがある地域のみを移動等の

円滑化を図る重点整備地区とし、基本構想を作成することができるとしていた。

バリアフリー法では、それに加え、建築物、屋外駐車場、都市公園、そしてこれ

らをつなぐ経路なども、基本構想や特定事業の対象とされた。 

   （4）当事者の参画 利用者の視点を反映させるべく、①基本構想作成時の協議会制

度の法定化、②利用者や地域住民からの基本構想提案制度の創設、が新たに規定

された。 

   （5）ソフト施策の充実 国の責務のもと、バリアフリー化の推進にあたって、当事

者参加のもと、施策を検証し、新たな施策や措置を通じて段階的・継続的な発展

を図っていくという「スパイラルアップ」という手法がとりいれられた。また、

バリアフリー化に関して国民の理解と協力を求める「心のバリアフリー」が規定

された。 
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   なお、これまでに各基本構想を策定し、重点整備地区のバリアフリー化に取り組んで

きた実例としては、次のようなものがあります。 

 

 ○鉄道駅舎のバリアフリー化 

   鉄道駅ホームにおいて、堺市鉄道駅舎バリアフリ

ー化設備整備事業補助金を活用して内方線付き点状

ブロックの敷設を行いました。（写真は JR 津久野

駅） 

 

 ○道路のバリアフリー化 

   各基本構想における生活関連道路については、道路特定事業計画を策定し、舗装面の

改善や横断勾配の改善、誘導・警告ブロックの敷設等、バリアフリー化に向けた整備を

行ってきました。（写真は JR 津久野駅前） 

 

 

 

 

 

         （整備前）             （整備後） 

 

 ○多目的トイレへの改良 

   各生活関連施設において、より多くの方の利用

しやすさのため、多機能トイレの改良を行いまし

た。（写真は泉北高速鉄道栂・美木多駅） 
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 ○コミュニケーションボードの設置 

   重点整備地区内の生活関連施設において、堺市

障害福祉部が作成したコミュニケーションボード

を設置しています。（写真は南区役所） 

 

 

（2）評価・見直しを行う中での当事者参加の重要性 

   堺市交通バリアフリー基本構想及び堺市バリアフリー基本構想ともに、これまでのバ

リアフリー化の取組に関する評価・見直しにあたっては、日常において利用している高

齢者や障害者等の視点が欠かせないことから、各当事者の協力を得て推進していくこと

とします。 

 

 ○当事者参加の機会確保の実例 

   栂・美木多駅前広場（北側）にエレベーター

の設置を検討する際、設計段階において障害を

有する方の意見等をお聞きする機会を設けま

した。（平成 31（2019）年 3 月 25 日実施） 

 

（3）評価・見直しの視点 

   各基本構想の見直しに際し、次の視点を踏まえて行うものとします。 

 【面的・一体的なバリアフリー化の促進】 

   交通バリアフリー法では、基本構想において、生活関連施設のバリアフリー化につい

て規定はなく、そこに至る経路についても、鉄道駅等との経路のみとなっている。 

   このため、交通バリアフリー法に基づき作成された基本構想にあっては、バリアフリ



 

16 

 

ー法に基づき見直しを行い、鉄道駅等だけでなく多くの高齢者・障害者等が利用する施

設を生活関連施設と位置づけ、その経路も含め、面的・一体的なバリアフリー化を図る

ことが必要となる。 

   また、子どもや子ども連れ、外国人への対応の視点での検証を行い、既存の建築物や

鉄道駅、公園等において、ベビーベッドや授乳室の設置、案内サインのピクトサインの

活用や多言語化等について、基本構想への位置づけを検討することが求められる。 

 

 【利用者の特定に応じた分かりやすいバリアフリー情報の提供】 

   高齢者、障害者等すべての人が安心して移動できるよう、基本構想に基づき生活関連

施設やその経路のバリアフリーの整備を行うだけでなく、すでにバリアフリー化されて

いる施設や経路も含め、音声案内や ICT の活用など、利用者の特性に応じた分かりや

すい情報提供により、利用可能な施設等を自ら選択し利用できるようにすることが重要

である。 

（一部引用：「大阪府バリアフリー基本構想等作成促進指針」平成 31（2019）年 3 月） 

 

（4）評価・見直しの方法 

   改正バリアフリー法第 25 条の 2（※）に基づく各基本構想の評価を実施することと

し、堺市バリアフリー化検討委員会にて行うものとします。 

   実施方法としては、各基本構想策定当時において設定した整備項目について、バリア

フリー化の進捗状況を改めて確認し、当該基本構想の「評価」を行います。その上で、

現在設定している重点整備地区を踏まえて、当該地区内の生活関連施設及び生活関連経

路を見直し、現時点で求められるバリアフリー化に照らした取組について把握します。

この時、必要に応じて、実地確認等を行います。ここで把握された情報を基に、各基本

構想の見直しを行います。 
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  ※ 改正バリアフリー法第 25 条の 2（基本構想の評価等） 

    市町村は、基本構想を作成した場合においては、おおむね五年ごとに、当該基本構

想において定められた重点整備地区における特定事業その他の事業の実施の状況に

ついての調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、

基本構想を変更するものとする。 

 

（5）評価・見直し等に取り組む地区 

   市が策定する関連計画や各バリアフリー基本構想策定後の事業の状況と街並みの変

化をふまえ、取組を進めていきます。次に、堺市バリアフリー基本構想の重点整備地区

を検討する際に、当該構想策定時に検討した地区についても基本構想を策定するか否か

を再検討します。さらに、令和元（2019）年に国土交通省が面的な道路のバリアフリ

ー化を推進するために、特定道路の新たな指定を行った状況を踏まえ、本市において新

たに指定された特定道路を含む地区であって、これまでの交通バリアフリー基本構想等

に位置付けのない地区についても基本構想の策定を検討します。 

 ＜堺市交通バリアフリー基本構想＞ 

策定年度 地区 

平成 13 年度 

（2001 年度） 

①堺駅・堺東駅を含む都心地区 

②南海高野線北野田駅周辺地区 

③ＪＲ堺市駅周辺地区 

④地下鉄新金岡駅周辺地区 

⑤泉北高速鉄道深井駅周辺地区 

平成 14 年度 

（2002 年度） 

⑥ＪＲ三国ケ丘駅・南海高野線三国ヶ丘駅周辺地区 

⑦ＪＲ上野芝駅周辺地区 

⑧南海高野線白鷺駅周辺地区 

⑨泉北高速鉄道泉ケ丘駅周辺地区 

⑩泉北高速鉄道光明池駅周辺地区 

平成 15 年度 

（2003 年度） 

⑪ＪＲ鳳駅周辺地区 

⑫南海高野線中百舌鳥駅・地下鉄なかもず駅周辺地区 

⑬南海高野線初芝駅周辺地区 

⑭地下鉄北花田駅周辺地区 
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 ＜堺市バリアフリー基本構想＞ 

策定年度 地区 

平成 27 年度 

（2015 年度） 

①泉北高速鉄道栂・美木多駅周辺地区 

②ＪＲ津久野駅周辺地区 

 

 ＜堺市バリアフリー基本構想策定の際に検討した地区＞ 

地区 

①ＪＲ浅香駅周辺地区 

②南海高野線百舌鳥八幡駅周辺地区 

③ＪＲ百舌鳥駅周辺地区 

④美原区役所周辺地区 

 

 ＜新たに指定された特定道路を含む地区＞ 

地区 

①南海高野線浅香山駅周辺地区 

②南海高野線萩原天神駅周辺地区 

③南海本線七道駅周辺地区 

④南海本線石津川駅周辺地区 

⑤南海本線諏訪ノ森駅周辺地区 

⑥JR 百舌鳥駅周辺地区（再掲） 
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【参考】評価・見直し等に取り組む地区について 

 

 

 

 

  

深井駅

泉ケ丘駅

栂・美木多駅

光明池駅

初芝駅

北野田駅

萩原天神駅

美原区役所

白鷺駅

北花田駅

中百舌鳥駅

三国ケ丘駅

堺市駅

鳳駅

津久野駅

百舌鳥駅

上野芝駅

堺東駅

堺駅

浅香駅

浅香山駅

七道駅

百舌鳥八幡駅

諏訪ノ森駅

石津川駅

新金岡駅
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3 当事者参加の仕組み 
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3 当事者参加の仕組み 

（1）機会の確保 

   施設を利用される高齢者や障害者等から「バリアフリー法や福祉のまちづくり条例の

整備基準に適合しているとされた施設においても、実際に利用してみると不便な設備や

誤った管理運営手法により円滑な利用ができない場合もある」という意見を聞くことが

あります。これは、バリアフリー法や福祉のまちづくり条例などの整備基準を満たして

いれば十分ということではないことを意味しています。 

   施設はその用途に応じて様々な利用者が安全かつ快適に利用できることが期待され

ているため、その整備や管理運営においては、利用者の視点に立ったきめ細やかな配慮

を心がけることが重要となります。 

   このような考え方のもと、必要な施設について、計画検討等の適切な段階から高齢者

や障害者等が参加する意見交換会や実地確認等を通じて、当事者としての意見を表明す

る機会が確保される仕組みの構築に取り組んでいきます。また、各施設設置管理者が主

体的に機会の確保に努めるよう求めていきます。 

 

（2）フィードバック 

   上記（1）機会の確保の考え方に則って得た当事者からの意見については、公共施設

においては堺市バリアフリー化庁内推進検討会（幹事会）の意見を集約したうえで、ま

た、それ以外の整備については施設設置管理者から直接、その後の状況について堺市バ

リアフリー化検討委員会にて報告を行います。 
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4 バリアフリー化の推進に向けた取組 
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4 バリアフリー化の推進に向けた取組 

（1）バリアフリー化推進の基本となる考え方 

 【心のバリアフリー】 

   国が定める移動円滑化の促進に関する基本方針では、施設において円滑な移動及び利

用を促進するためには、ハード整備だけでなく、バリアフリー化施設を利用する人によ

る配慮や高齢者、障害者等の移動等に手助けすること等の支援が重要であり、国民の責

務であると明記されています。 

   そのため、本市では、このような認識（心のバリアフリー）を広く知らせるための効

果的な手法を検討していきます。また、出前講座等を活用して積極的に理解を深める取

組を実施します。 

 

 【障害者差別解消法】 

   障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成 25 年法律第 65 号）によ

り、不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供が求められています。 

   合理的配慮は、建物等のバリアフリー化、介助者等の人的支援、情報のアクセシビリ

ティの向上等の環境整備等の取組が重要であり、ハード面のみならず、ソフト面の対応

も着実に進める必要があります。このような法の理念に基づき、本市では、各基本構想

によるハード整備のほか、個々の場面における社会的障壁に対する取組の一つとして、

職員が適切に対応できるよう職員対応要領などの活用を含めた市職員への研修の取組

を引き続き行うなど、全市をあげて進めていきます。 

 

 【セーフシティさかい】 

   本市では、女性や子どもをはじめ、すべての人にとって安全・安心な都市をめざす「セ

ーフシティさかい」の取組を進めており、その実現のためにバリアフリー化の視点から

も取組を進めています。 



 

25 

 

（2）バリアフリー化推進のための連携と情報共有 

 【市民と行政、施設設置管理者との連携】 

   バリアフリー化の実現には、市民及び行政、施設設置管理者等が連携を図りながらバ

リアフリー化を進めていくことが重要となります。重点整備地区のみにとどまらず、市

内の道路や建築物等の整備にあたっては、利用者の意見聴取や事業実施後の点検・評価

及びその後の事業への反映等の仕組みを確立することが求められます。 

   このため、各々の役割をふまえ、相互に協力してバリアフリー化に努めます。 

 

 【バリアフリー化施設の適切な維持管理】 

   新築時にバリアフリー整備された建築物や各基本構想に基づきバリアフリー整備さ

れた施設であっても、適切な維持管理がなされなければその効果は十分発揮されません。

例えば、車いす使用者が使えるローカウンターなどが整備されていても、利用頻度が少

ないため荷物置場となっているケースも見られます。 

   そのため、バリアフリー化された施設が適切に運営されるよう働きかけを行います。 

 

 【庁内における連携の強化】 

   バリアフリー化に関連する課題は分野横断的な問題が多く、各基本構想及び本指針を

策定するにあたっても各課の緊密な連携が必要となります。今後とも、バリアフリー化

に関する課題共有を図り、庁内連携を強化して取組を進めます。 

 

 【バリアフリー化の進捗状況の情報提供】 

   施設のバリアフリー化が進んでも、その状況が広く周知されなければ利用は促進され

ません。スパイラルアップのプロセスにおいて堺市バリアフリー化検討委員会が進捗状

況を把握し、広報紙やホームページ等を通じてその情報提供を行います。 

   また、施設設置管理者等においても、バリアフリー化整備が完了した箇所について利
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用が促進されるよう、施設内での積極的な案内に努めます。 

 

 【バリアフリーマップによる情報提供】 

   改正バリアフリー法（※）においても重要視されていることから、各地域のバリアフ

リー化の進捗状況に合わせ、今後市民や来訪者がより円滑、快適に移動等ができるよう

に、バリアフリーマップの作成に向けて検討を進めます。 

   なお、その際必要に応じて施設設置管理者に対して、バリアフリー設備の有無等の情

報提供を求めます。 

  ※ 改正バリアフリー法第 24 条の 7（市町村による情報の収集、整理及び提供） 

    第 24 条の２第４項の規定により移動等円滑化促進方針において市町村が行う移

動等円滑化に関する情報の収集、整理及び提供に関する事項が定められたときは、市

町村は、当該移動等円滑化促進方針に基づき移動等円滑化に関する事項についての情

報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

 

  ※ 改正バリアフリー法第 24 条の 8（施設設置管理者による市町村に対する情報の提供） 

    公共交通事業者等及び道路管理者は、前条の規定により情報の収集、整理及び提供

を行う市町村の求めがあったときは、主務省令で定めるところにより、高齢者、障害

者等が旅客施設及び特定道路を利用するために必要となる情報を当該市町村に提供

しなければならない。 

   第２項 路外駐車場管理者等、公園管理者等及び建築主等は、前条の規定により情報

の収集、整理及び提供を行う市町村の求めがあったときは、主務省令で定めるところ

により、高齢者、障害者等が特定路外駐車場、特定公園施設及び特別特定建築物を利

用するために必要となる情報を当該市町村に提供するよう努めなければならない。 
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（3）バリアフリー化への継続的な取組 

 【道路のバリアフリー化の推進】 

   高齢者や障害者をはじめ、すべての歩行者が安全で快適に通行できるよう、道路のバ

リアフリー化等による安全・安心な歩行空間の確保に努めます。特に重点整備地区内の

生活関連経路は、歩道の波打ち解消、段差・勾配の改修、視覚障害者誘導用ブロックの

設置などにより、連続したバリアフリー経路の整備を行います。 

 

 【公園のバリアフリー化の推進】 

   子どもや高齢者、障害者等をはじめ、すべての公園利用者が憩いや安らぎを感じなが

ら円滑に公園を利用できるよう、主要な出入口や園路のバリアフリー化、施設やバリア

フリー化された移動経路等のわかりやすい案内表示、トイレの改修等、ユニバーサルデ

ザインに配慮した公園整備を進めます。 

 

 【放置自転車対策】 

   鉄道駅利用者、買物客、自転車通勤者などによる放置自転車は、視覚障害者や車いす

使用者をはじめ多くの通行者の妨げとなります。 

   既に本市では、各鉄道駅周辺において自転車等放置禁止区域を定め、自転車駐車場の

整備と放置自転車の撤去活動を推進し一定の効果を得ていますが、一部では放置自転車

が日常的に発生しているところもあり、今後ともこれらの取組を継続・強化していきま

す。また、行政、施設設置管理者が協働し、放置自転車防止に取り組みます。 

 

 【自転車の安全利用の推進】 

   聴覚障害者や視覚障害者は自転車の接近に気づきにくかったり、気づけなかったりす

ることが多く接触事故の危険が高くなります。多くの人が行き交う交差点や商店街、駅

周辺の歩道などでは、特に音の種類や視界に入る情報が増えるため、その危険性が高ま
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ります。 

   既に本市では、商店街において商店街組合による自転車の放置禁止や押し歩き等のマ

ナーアップキャンペーンなどの啓発活動が行われています。また、歩行者と自転車が錯

綜するスクランブル交差点内において、警察と協働して、自転車の押し歩き指導等を実

施しています。 

   主要駅前や大型商業施設等での街頭キャンペーン、各種講習会及び出前講座の実施並

びに広報紙及びポスター掲示などによる広報啓発活動などを積極的に展開することに

より、自転車利用者のルール遵守、マナー向上を図っていきます。 

 

 【鉄道駅の駅員無配置化（無人駅）への対応】 

   駅員無配置化（無人駅）や窓口が閉鎖されている時間帯がある鉄道駅では、高齢者、

障害者等の円滑な乗降や女性・子どものトラブル発生時への対応の遅れへの懸念が指摘

されています。すべての人々が安心して駅を利用できるよう、鉄道事業者へ継続して駅

員の常時配置を要望していきます。 

 

 【ホームドア等導入の促進】 

   鉄道駅に設置するホームドアや可動式ホーム柵は、ホームからの転落防止に有効であ

ることから、各鉄道事業者の導入状況や各駅の構造、利用状況、列車の運行状況等をふ

まえ、設置に向けた働きかけを継続して行っていきます。 

 

 【カラーバリアフリー化に向けた取組】 

   特定の色の識別などが困難である色覚異常のある人は、日本人男性の 20人に1人、

女性の450～500人に1人が該当するとされています。大阪府では、平成23（2011）

年 9 月に「色覚障害のある人に配慮した色使いのガイドライン」を作成しており、色

覚障害のある人を含め、より多くの人にとって、見やすくわかりやすい情報を提供する

ために配慮すべき事項を掲載しています。 
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   本市では、これまでホームページ作成時の色の組合せの考慮や市民税・府民税納税通

知書のユニバーサルデザイン化による色彩の工夫など、見やすくわかりやすい情報提供

に努めてきました。今後も、ホームページや広報、案内サイン等について、カラーバリ

アフリー化を全庁的な取組として進めていきます。 

 

 【バリアフリー化の推進に向けた積極的な PR 活動の実施】 

   バリアフリーへの認識を高めるためには、より積極的な PR の推進が望まれます。 

   本市では既に、堺市生涯学習まちづくり出前講座を実施しており、「みんなのユニバ

ーサルデザインについて」、「公共交通の現状や取組みについて」の講座メニューにおい

てバリアフリー化に関する情報提供や啓発を進めており、今後も更なる情報提供等に努

めていきます。また、障害者自身によるバリアフリー化の講演会や車いす体験等の障害

がある状態を疑似体験するキャップハンディ事業が積極的に活用されるよう PR の強

化に努めます。 
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5 バリアフリー化のさらなる拡充に向けた検討 
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5 バリアフリー化のさらなる拡充に向けた検討 

（1）知的障害者や精神障害者等に係るバリアフリー化の促進 

   これまでは、主な対象者を身体障害者とし、ハード面のバリアフリー化を進めてきま

したが、知的障害者や精神障害者、発達障害者に対するバリアフリー化の取組をさらに

進めていく必要があり、よりわかりやすいサイン整備や接遇のあり方、心のバリアフリ

ーの取組について検討を進める必要があります。 

 

（2）外国人に係るバリアフリー化の促進 

   外国人の観光客や就労者の増加が予想され、現在、案内サインへの表記や窓口対応な

ど主要国の言語対応は進められているが、自立した行動を行うには情報提供が不十分で

あり、外国人に対するより円滑なバリアフリー対応について検討を進める必要がありま

す。 

 

（3）来訪者を迎えるバリアフリー対応 

   本市では、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録が実現したことにより、本市の来

訪者数は大幅に増加すると見込まれることから、古墳群や周辺施設などのバリアフリー

対応について検討を進めていきます。 

 

（4）福祉移送サービスとの連携強化 

   公共交通機関による外出が困難な高齢者、障害者等の移動支援に向け、タクシーや福

祉移送サービスとの連携について検討を進める必要があります。 

 

（5）災害時、緊急時における要配慮者への対応 

   災害時、緊急時の垂直移動設備が使えない場合の避難など、人的対応によって要配慮

者を支援する必要があります。そのため、災害時等における要配慮者への具体的な支援

方法の検討を進め、市が作成する「安心の第一歩」や「心のバリアフリーパンフレット」
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においても、災害時、緊急時に身近な支援者による手助けが必要であることを知らせて

いきます。 

 

（6）学校のバリアフリー化 

   令和 2（2020）年に改正バリアフリー法の再度の改正がなされ、これまで床面積

2,000 平方メートル以上の病院、店舗、図書館、特別支援学校などの施設が対象とな

っていた移動等円滑化基準について、公立小中学校が新築や増改築する際には、適合

させなければならないものとなりました。学校は、投票所や災害時の避難所として多

くの住民が利用する場面が想定されることもあり、速やかにバリアフリー化に関する

検討を進めていく必要があります。 

 

（7）新しい生活様式への対応 

   新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況において、特に障害者にとっ

ては接触を避ける、飛沫を防ぐといった新しい生活様式への対応を求められることに

より、日常生活に困難が生じている可能性があります（例えば、接触を忌避すること

によりガイドヘルパーの依頼が難しい、マスクでは口元の動きが見えない等）。新しい

生活様式に対応しながら、対応することにより生じる不便さをどのように解消してい

くのか、検討を進めていく必要があります。 
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（参考）用語の説明 

 ○アクセシビリティ 

   アクセスのしやすさのこと。ここでは特に、交通面においては軌道により分断された

南北の地域間移動のしやすさのことであり、情報面においては高齢者や障害者なども

情報を取得しやすい環境のこと。 

 

 ○移動等円滑化基準 

   バリアフリー法に基づき、移動及び施設の利用を円滑にするために必要な構造や設

備に関して定めたもので、「公共交通移動等円滑化基準」、「道路移動等円滑化基準」、

「都市公園移動等円滑化基準」、「建築物移動等円滑化誘導基準」、「路外駐車場移動等円

滑化基準」などがある。 

 

 ○ガイドライン 

   バリアフリー法の移動等円滑化基準に基づいてバリアフリー化の考え方や具体的な

整備方法等が示されたもので、下記のようなガイドラインが定められている。 

  1 公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン 

【国土交通省 令和 2（2020）年 3 月】 

  2 公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン 

【国土交通省 令和 2（2020）年 3 月】 

  3 道路の移動等円滑化整備ガイドライン【編集・発行：（財）国土技術研究センター】 

  4 都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン 

【国土交通省 平成 24（2012）年 3 月】 

 

 ○サイン 

   サインにはしるし、符号、表示、掲示、標識の意味があります。サインを適切に配置

することにより、人は自分の位置を確認できたり、施設や設備の位置を把握することが

できたりすることで、円滑な移動や施設の利用が可能になる。 

   特に、伝えたいイメージが一見して理解できるよう、絵文字等により表現したサイン

のことをピクトグラムといい、交通エコロジー・モビリティ財団により 160 種類の標

準案内用図記号が公表されている（令和 2（2020）年 11 月現在）。 

 

 ○視覚障害者誘導用ブロック 

   視覚障害者が杖や足の裏の触感覚でその存在や大まかな形状を確認できるような突

起をつけたブロックのことで、一般に点字ブロックとも呼ばれる。注意喚起のための点

状ブロックと、行く先を誘導するための線状ブロックがある。 
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 ○施設設置管理者 

   施設設置管理者とは公共交通事業者等、道路管理者、路外駐車場管理者等、公園管理

者等及び建築主等の施設のバリアフリー化を行う事業者のことをいう。 

 

 ○重点整備地区 

   生活関連施設の所在地を含み、かつ、生活関連施設相互間の移動が通常徒歩で行われ

る地区であるほか、生活関連施設及び生活関連経路について移動等円滑化のための事

業が実施されることが特に必要とされ、かつ移動等円滑化のための事業を重点的、一体

的に実施することが有効な地区をいい、おおむね 400 ヘクタール未満の区域とする必

要がある。 

 

 ○スパイラルアップ 

   バリアフリー化を図るうえで、事前の検討段階から事後の評価の段階に至るまで、高

齢者、障害者等が積極的に参加し、この参加プロセスを経て得られた知見を共有化し、

他のプロジェクトに生かすことによって行われる、段階的かつ継続的な発展のこと。 

 

 ○生活関連施設、生活関連経路 

   生活関連施設とは、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用する旅客

施設、官公庁施設、福祉施設その他の施設であり、生活関連経路とは、生活関連施設の

間を結ぶ、道路、駅前広場や建物内及び敷地にある通路などのこと。 

 

 ○特定事業計画 

   施設設置管理者等が、バリアフリー基本構想に即して実施する事業について具体的

な事業内容やスケジュール等を定める事業計画。バリアフリー新法においてバリアフ

リー基本構想策定後に各施設設置管理者が定めることが規定されている。 

 

 ○特定旅客施設 

   おもに 1 日の利用者数が 3,000 人以上の旅客施設をいう。本市ではすべての駅が

これに該当する。なお、特定旅客施設も生活関連施設に含めることができる。 

 

 ○特定建築物、特別特定建築物 

   特定建築物は、多数の者が利用する建築物で法令に定められたものをいい、学校、病

院又は診療所、集会場などがある。特別特定建築物は、特定建築物のうち不特定多数の

者が利用するもの及び主として高齢者、障害者等が利用するもので、盲学校・聾学校又

は養護学校、病院又は診療所、集会場などがある。 
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 ○都市公園 

   都市公園法で定められた公園や緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当

該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものが該当する。 

 

 ○ノーマライゼーション 

   障害のある人もない人も、社会の一員として、お互いに尊重し支えあいながら、地域

の中でともに生活する社会こそがあたりまえの社会であるという考え方。 

 

 ○ユニバーサルデザイン 

   年齢や性別、身体的能力など人々の様々な特性や違いを超えて、すべての人が利用し

やすいことを初めから考慮して都市整備や製品製造等に取り組む考え方。 

 

 ○新型コロナウイルス感染症 

   新型コロナウイルス感染症は、令和 2（2020）年 2 月 1 日から感染症法により指

定された指定感染症のであり、世界保健機関においては「COVID-19」と名付けられ

ている。令和元年 12 月以降、短期間で全世界に広がり、多数の死者を出すなど甚大な

被害をもたらしている。 

 

 ○新しい生活様式 

   新型コロナウイルス感染防止の 3 つの基本である①身体的距離の確保、②マスクの

着用、③手洗いの実施や「3 密（密集、密接、密閉）」を避ける、等を取り入れた日常

生活のこと。 

 

 

 


